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テロリスト等と関連すると疑われる取引の届出等について 

 

上記の件について、警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和６年３月５日付

け警察庁丙組組一発第２８号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知

らせします。 

当該要請の趣旨は、「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等

の対象として個人及び団体を定めた件」（令和６年３月５日付け外務省告示第

６７号）により、資産凍結措置等の対象となる者の一部が改正されたことか

ら、それを周知するものです。 

最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、引き続きテロリスト等と関連すると疑わ

れる取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法律第

22号）に基づく各種義務の履行が徹底されるよう、貴会会員に対し一層の周知

徹底をお願いいたします。 

 



  機 密 性 １  

警察庁丙組組一発第 28 号   

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 

 

金 融 庁 総 合 政 策 局 長 

殿 

金 融 庁 企 画 市 場 局 長 

金 融 庁 監 督 局 長 

総務省情報流通行政局郵政行政部長 

総 務 省 総 合 通 信 基 盤 局 長 

法 務 省 民 事 局 長 

財 務 省 大 臣 官 房 総 括 審 議 官 

財 務 省 理 財 局 長 

財 務 省 国 際 局 長 

厚生労働省雇用環境・均等局長 

農林水産省大臣官房総括審議官 

（ 新 事 業 ・ 食 品 産 業 ） 

農 林 水 産 省 経 営 局 長 

経済産業省商務・サービス審議官 

経 済 産 業 省 製 造 産 業 局 長 

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 次 長 

中 小 企 業 庁 長 官 

国土交通省不動産・建設経済局長 

 

                          警察庁刑事局組織犯罪対策部長 

        

 

テロリスト等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その 184） 

 

この度、別添のとおり「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象

として個人及び団体を定めた件」（令和６年３月５日付け外務省告示第 67号）により資

産凍結措置等の対象となる者の一部が改正された。 

テロリスト等と関連すると疑われる取引については、これまでも、犯罪による収益の

移転防止に関する法律（平成 19年法律第 22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。）

に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られてきたと

ころであるが、最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、所管の特定事業者に対し、この度の

改正内容を周知していただくとともに、引き続きテロリスト等と関連すると疑われる取

引について犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底されるよう、よろしくお

取り計らい願いたい。 
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改 正 後 改 正 前 

（別表） 

[１．～５６. 略] 

【アメリカ合衆国が令和四年五月二十四日に、グレート・ブリテン及

び北部アイルランド連合王国が令和六年一月二十二日に指定した資産

凍結対象者一個人】 

５７． アフメド・シャリーフ・アブダッラー・オデー（別名：（a）

オウダ・アフメド・シャリーフ・アブデッラー（b）ウディ

・アハマド（c）オデー・アフマド（d）オデー・アハメド（

e）オデー・アフメド・シャリーフ・アブドゥッラー） 

Ahmed Sharif Abdallah ODEH（a.k.a.：（a）OUDA, Ahmed C 

Harif Abdellah（b）UDIH, Ahmad（c）ODEH, Ahmad（d）ODE 

H, Ahmed（e）ODEH, Ahmed Sharif Abdullah） 

生年月日：1951年 1月 1日 

国籍：ヨルダン 

 

【アメリカ合衆国が令和五年十一月十四日に、グレート・ブリテン及

び北部アイルランド連合王国が令和五年十二月十三日に、EUが令和

六年一月十九日に指定した資産凍結対象者一個人】 

５８． レダー・アリー・ハミース 

Reda Ali KHAMIS 

生年月日：1967年 9月 20 日 

（別表） 

[１．～５６. 同左] 

 

 

 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[新設] 
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国籍：レバノン 

 

【アメリカ合衆国が令和五年十一月十四日に、グレート・ブリテン及

び北部アイルランド連合王国が令和五年十二月十三日に、カナダが令

和六年二月六日に指定した資産凍結対象者一個人】 

５９． マフムード・ハーレド・ザハール（別名：（a）アル・ザハー

ル・マフムード・ハーレド（b）ザハール・マフムード（c）

アル・ザハール・マフムード） 

Mahmoud Khaled ZAHHAR（a.k.a.：（a）AL ZAHAR, Mahmoud  

Khaled（b）ZAHAR, Mahmoud（c）AL-ZAHAR, Mahmoud） 

生年月日：1945年 

国籍：パレスチナ 

 

【アメリカ合衆国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合

王国が令和五年十二月十三日に指定した資産凍結対象者一個人】 

６０． アリー・アブドル・ラフマーン・バラカ（別名：（a）バラカ

・アリ（b）バラカ・アリ） 

Ali Abed Al Rahman BARAKA（a.k.a.：（a）BARAKAH, Ali（ 

b）BARAKA, Ali） 

生年月日：1966年 

国籍：レバノン 

 

【アメリカ合衆国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合

王国が令和五年十二月十三日に、カナダが令和六年二月六日に指定し

 

 

 

 

 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[新設] 
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た資産凍結対象者一個人】 

６１． マーヘル・リブヒー・オベイド（別名：（a）オベイド・マー

ヘル・リブヒー・ナムル（b）オベエド・マーヘル・リブヒ

ー・ニムル（c）オベイド・マーヘル（d）オベイド・マーヘ

ル・ビン・リブヒー（e）オベイド・マーヘル・ビン・リブ

ヒー・ビン・ナムル（f）オベエド・マーヘル） 

Maher Rebhi OBEID（a.k.a.：（a）OBEID, Maher Rebhi Nam 

r（b）OBAID, Maher Ribhi Nimr（c）OBEID, Maher（d）OBE 

ID, Maher bin Rebhi（e）OBEID, Maher bin Rebhi bin Nam 

r（f）OBAID, Maher） 

生年月日：1958年 3月 10 日 

国籍：パレスチナ 

 

【アメリカ合衆国が令和五年十二月十三日に、グレート・ブリテン及

び北部アイルランド連合王国が令和六年一月二十二日に指定した資産

凍結対象者一個人】 

６２． イスマーイール・ムーサー・アフマド・バルフーム（別名：

（a）バルフーム・イスマーイール・ムーサー・アフマド（b

）バルフーム・イスマーイール） 

Ismail Musa Ahmad BARHUM（a.k.a.：（a）BARHUM, Isma’i 

l Musa Ahmad（b）BARHOUM, Ismail） 

生年月日：1968年 12月 23日 

国籍：パレスチナ 

 

 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[新設] 
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【アメリカ合衆国が令和五年十二月十三日に、グレート・ブリテン及

び北部アイルランド連合王国が令和六年一月二十二日に、カナダが令

和六年二月六日に指定した資産凍結対象者一個人】 

６３． ハッサン・アルワルディヤーン（別名：（a）ワルディヤーン

・ハサン（b）アルワルディヤーン・ハサン・モハメド・ア

リー（c）アルワルディヤーン・ハッサン・ムハンマド・ア

リー） 

Hassan AL-WARDIAN（a.k.a.：（a）WARDYAN, Hasan（b）ALW 

ARDIAN, Hasan Mohamed Ali（c）AL-WARDIAN, Hassan Muham 

mad ‘Ali） 

生年月日：1954年 12月 28日 

国籍：パレスチナ 

 

【アメリカ合衆国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合

王国が令和六年一月二十二日に指定した資産凍結対象者一個人】 

６４． ズハイル・シャムラク（別名：（a）シュマラーク・ザヒール

・ユーニス（b）シャムラーク・ズヘイル（c）シャマラーク

・ズヒール・ユーヌス・ハンメド） 

Zuhair SHAMLAKH（a.k.a.：（a）SHMALACH, Zahir Younes（ 

b）SHAMLAKH, Zuheir（c）SHAMALCH, Zuhir Yunes Hammed） 

生年月日：1980年 11月 15日 

国籍：パレスチナ 

 

 

 

 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[新設] 
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備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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